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第 1005 回 高知市教育委員会 ８月臨時会 議事録 

 

 

１ 平成１９年８月１日（水）  ９：００～１２：１０ 

（たかじょう庁舎６階人材育成推進室会議室） 

 

２ 議事内容 

 
総務課長    開会前に，事務局から訂正を申し上げます。 

この臨時会につきましては，事前に高知市ホームページ等で，『報告：学校規

模問題検討委員会の報告書について』としてご案内させていただいておりました

が，手違いがございまして，『議案：特認校・小規模校の検証と今後の方向性に

ついて』に訂正させていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

お詫びして訂正させていただきます。 

 

澤田委員長   ただ今から，第 1005 回高知市教育委員会８月臨時会を開会いたします。 

日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。会議録署名委員は田中委員さ

ん，お願いいたします。 

それでは，日程第２・本日の議事は，「特認校・小規模校の検証と今後の方向

性について」でございます。事務局の説明を求めます。 

 

吉川教育長   その前にちょっと私の方からかまいませんか。 

まずは，この（報告書の）33 ページをお開けいただきたいのですが，この検

討委員会でございますけれども，17 回に渡って，大変丁寧な審議を行っており

ます。その経過の中では，下の方にも書いておりますが，これまでも年々総括も

しておりましたし，学校長とも遣り取りをしてきておりますし，私も学校訪問を

継続しておりますから，その中で学校の状況も把握しておりますし，随時・定期

の学校訪問もあったわけですけれども，この際改めて，特認校 1 校ずつ訪問する

という経過を辿りながら進めてまいりました。その学校訪問の中では，学校長・

ＰＴＡ役員にも「現状はどうか」「今後どういうことを望んでおるか」というこ

とで，十分にご意見を賜りながら，全てということはできませんが，一定報告書

の中にもそれを反映させておる，ということをお伝えしておきたいと思います。 

それから，この同じく末尾に委員名簿がございます。これ（学校規模問題検討

委員会）は教育委員会の内部に設置をした，内部の職員による検討結果とはなっ

ておりますが，この報告書の作成作業にあたっては，当然事務方トップとして，

私が幾度も検討委員に私なりの考え方を伝えておりますし，仕上げ作業の中でも

私自身が目を通し，ペンを入れ，修正をして完成をさせたという経過を辿ってお

ります。 

そいうことでございますので，本日のこの教育委員会の場では，私も教育委員

の一人ではございますが，この報告書の内容について意見や質問を申し上げる立

場ではなくて，この後教育委員さんから出てくるであろう質問・ご意見に，事務

局が答えますけれども，内容によっては私からもお答えをする，そういう立場で

臨ませていただきますので，ご理解を賜りたいと思います。以上です。 

 

澤田委員長   ありがとうございました。それでは，事務局の方からお願いします。 

 

総務課長    はい。総務課長の弘田でございます。 
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昨日教育長に提出いたしました，報告書『特認校・小規模校の検証と今後の方

向性』の内容を説明いたします。説明が少し長くなりますことを，予めご了承く

ださい。 

それでは，１ページをご覧ください。「はじめに」でございます。ここでは，

この度の高知市学校規模問題検討委員会の目的や本委員会設置に至るこれまで

の経過と取り組みを記載しております。まず，これまでの経過を申し上げますと，

高知市立学校間における学校規模が不均衡となり，その適正化が求められる中で，

平成７年５月に，外部の委員さんによる「高知市立小・中学校規模問題検討委員

会」が設置され，平成９年３月に報告書が提出されました。この報告書の内容に

つきましては，６月１日の臨時教育委員会ほかでご説明申し上げましたとおりで

ございます。その後平成 12 年３月に，市職員で構成されます「通学区域・学級

規模問題検討委員会」が設置され，同年９月に，小規模校９校に関して「教育効

果の向上を図るとともに，学校存続のための状況が維持できる手立てを行政とし

て打つべき」との考えから，通学区域外からの転入学を認める「特認校制度」を

実施することが提言されました。この提言をもとに，教育委員会では平成 13 年

４月から，新堀小学校，追手前小学校，第四小学校，第六小学校，御畳瀬小学校，

浦戸小学校，久重小学校，行川小学校，行川中学校の小学校８校・中学校１校に

おいて特認校制度を開始しました。 

本年度 19 年度は，特認校制度を開始して７年目を迎え，平成 13 年度の制度開

始時に小学１年生で入学したお子さんが本年３月に卒業いたしました。これまで

も毎年度末に特認校の総括を行ってまいりましたが，６年間というサイクルが経

過したこの時期を大きな区切りと考え，これまでの検証を行うとともに，今後の

方向性等について検討するため，本年４月，教育委員会事務局の関係課長や担当

者で構成します「高知市学校規模問題検討委員会」を設置して，特認校１校ごと

に教育効果や教育環境の観点からそれぞれの学校の今後の方向性や，その他の小

規模校における課題を検証し，今後のあり方について検討を行うこととしたもの

でございます。 

次に２ページをご覧ください。「これまでの経過及び取り組みについて」でご

ざいますが，先ほどの説明と重複するところがございますので，その部分は割愛

して説明させていただきます。まず，高知市「全体の児童生徒数・学級数の変遷」

ですが，下の表をご覧ください。平成 19 年度までの推移と 10 年後を推計したも

のでございます。表から分かりますのは，小学校の児童数は，昭和 57 年度をピ

ークに，平成 19 年度は 17,544 人と減少しており，また中学校の生徒数も，昭和

61 年度をピークに，平成 19 年度は 6,172 人と減少傾向が進んでいることです。

また，将来推計においても児童生徒数の減少傾向はとどまることなく，いっそう

進行することが予測されます。 

次に，高知市における「過小規模校・小規模校の児童生徒数・学級数の変遷」

ですが，３ページと４ページ上段の表をご覧ください。「過小規模校」というの

は１～５学級で構成される学校，「小規模校」というのが６～11 学級を擁する学

校となっております。本年５月１日現在，中心市街地以外の過小規模校・小規模

校である御畳瀬小学校，行川小学校，浦戸小学校，久重小学校，布師田小学校，

五台山小学校の児童数は，「高知市立小・中学校規模問題検討委員会」から報告

書が提出されました平成 8 年度当時と比べますと，行川小学校を除いていずれも

減少しており，将来推計においてもさらに減少するものと推測されます。行川小

学校の児童数は，特認校制度実施により平成８年度と比べると増加しております

が，将来推計においては減少傾向に転じると推測されます。一方中心市街地で特

認校制度を実施した，平成 13 年度に小規模校であった新堀小学校，追手前小学
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校，第四小学校，第六小学校の児童数は，制度実施以後増加しております。今後

も現在と同程度の特認校募集数を継続すると仮定した場合，10 年後の平成 29 年

度には，新堀小学校，第六小学校は引き続き増加するものと予想され，追手前小

学校，第四小学校については減少傾向に転じることが推測されますが，新たなマ

ンション建築等による増加も考えられるところでございます。 

次に，４ページをご覧ください。平成９年３月の報告書「高知市立小・中学校

規模問題検討委員会」の提言内容と取り組みについて記載をさせていただており

ますが，この内容については，先ほど申しました，１ページの初めで説明した内

容と重複しますので，後ほどご覧いただきたいと思います。 

次に，５ページをご覧ください。「通学区域・学級規模問題検討委員会」の報

告，平成 12 年９月の報告でございますが，この提言内容と取り組みについて記

載をさせていただいております。ここにつきましても，１ページ目で大まかなと

ころは説明をいたしましたので，後ほどご覧いただきたいと思います。 

次に，７ページをご覧ください。「特認校の検証について」でございます。特

認校の検証に際しては，先ほど教育長も申しましたように，改めて各学校を順次

訪問し，学校長とＰＴＡ役員の方々から意見をお伺いしましたが，児童生徒数・

学級数が増え学校全体に活気が出てきたというのが全体的な評価でございます。 

以下，特認校１校ずつの成果，課題等の検証内容を説明いたします。 

まず，新堀小学校です。学級数・児童数の動向でございますが，表をご覧くだ

さい。平成 13 年度から本年度までの推移でございます。新堀小の校区内に居住

する児童数は，平成13年度から18年度までは210人程度で推移していましたが，

19 年度は若干減少しております。学校全体の状況は，特認校制度や教育的配慮

による校区外通学者の増加により，学級数・児童数ともに増加しております。次

に，今後の校区内児童数の推計ですが，下の表をご覧ください。平成 20 年度以

後５年間を推計しております。新堀小学校の校区内に居住する児童数は，19 年

度から引き続き緩やかな減少傾向で推移すると推測されます。続いて８ページを

ご覧ください。「施設の状況と課題」についてでございます。施設の状況につい

ては記載のとおりでございますが，施設の課題としては，校舎が昭和 49 年に旧

耐震基準で建築された建物であることから，平成 15 年度に耐震診断を行い補強

が必要であると診断され，18 年度に耐震補強設計を完了しており，今後補強工

事の施行が必要となっております。次に，「成果」としては，①特認校制度によ

る転入学希望者は着実に増加してきております。②現在は全学年が２学級編成と

なり，１学級当たりの児童数が少なくなったことから，個々の児童に応じたきめ

細かな指導や支援ができるようになっております。その他は記載のとおりでござ

います。続いて９ページをご覧ください。「課題」としましては，①特認校制度

による転入学児童の居住地は，ほぼ市内全域に及んでおり，遠方から通学してい

る児童は保護者が自家用車で送迎する場合が多いため，登下校時の学校周辺での

混雑が見られたり，緊急時の集団下校を行うことができないなど，安全面で課題

がございます。②特認校制度による転入学児童は，災害時や緊急時の連絡がつき

にくかったり，保護者がすぐに迎えに来られない場合がございます。また，児童

の欠席時に，家庭訪問をしたり手紙を届けたりすることが困難な場合もございま

す。最後に，「今後の方向性」ですが，全学年が２学級編制となり，１学級当た

りの児童数にも余裕ができるなど，特認校制度の望ましい成果が上がっているこ

と，全児童数に占める校区外通学児童の割合は 35.5％であり，施設面でもまだ

余裕教室が残されている状況もあることから，今後も特認校制度を継続すること

が望ましいと考えます。 

次に 10 ページをご覧ください。追手前小学校でございます。まず，「学級・児
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童数の動向」でございますが，平成 13 年度に特認校制度を導入して以後，校区

内居住の児童数は毎年 10％ずつ減少しているものの，学校全体の児童数は逆に

10％ずつ増えております。校区内居住児童数の学校全体に占める割合は，平成

13 年度の約 80％から 19 年度は約 30％にまで低下しています。次に，「今後の推

計」ですが，校区内に居住する児童数は，若干の増減を繰り返しながら，緩やか

な減少傾向をたどると推測されますが，マンション建築等による増加も考えられ

るところでございます。次に「施設」についてですが，全ての施設が，昭和 56

年以前の旧耐震基準で建築された耐震診断を必要とする施設であるため，できる

だけ早期に耐震診断に基づいた全面改築ないし補強等の耐震対策を講じなけれ

ばなりません。11 ページをご覧ください。西舎は，市内の小学校の中でも２番

目に建築年度が古く，耐震優先度調査においてもランク[１]となっています。ま

た，トイレが男女共用となっており，教育環境の面から男女別に改修を行う必要

がございますが，現在のスペース内で男女別とすることは困難であり，耐震診断

の結果にもよりますが，現実的には改築が必要な状況であると考えます。次に，

屋内運動場は，市内の小学校の中では最も建築年度が古く，老朽度基本調査にお

いてランク[２]の位置付けとなっている。天井部分が吊り天井となっており，国

土交通省が示した安全対策を行っているため今すぐ危険な状態ではありません

が，耐震改修を行う場合はこの吊り天井も改修する必要があり，耐震診断では改

築を求められるものになると判断されます。東舎は，耐震優先度調査においてラ

ンク[２]となっており，老朽化しているため耐震診断を行い，その診断に基づい

た耐震化対策を行わなければならないと考えています。次，「成果」といたしま

しては，①長年にわたる読書教育等の取り組み英語科の新設など，特色のある取

り組みが評価されるとともに，交通の利便性も相まって，特認校制度による転入

学希望者は着実に増加してきております。②現在は 10 学級となり，第１学年か

ら第４学年までは２学級編制となったことで，在学中に学級編制替えによる新た

な学習集団で学ぶことが可能となり，異学年交流などの教育活動も展開できてお

ります。③本校ＰＴＡが主体となって「子どもの居場所づくり（校庭開放）」が

平成 14 年度から開始されたことも，共働きの家庭などの保護者の方が特認校に

応募しやすくなった一因と考えられるところでございます。次に，「課題」とし

ましては，平成 19 年度の全児童数 230 名中，校区内の児童数は 70 人（30.4％）

となっております。他の特認校では校区外の児童の割合が２～４割であるのに対

し，本校では７割と突出しており，地域に見守られその支援の下で教育を行う公

立学校のあり方という点では大きな課題があると考えておるところです。次に

12 ページをご覧ください。特認校制度による転入学児童の居住地はほぼ高知市

全域に及んでいるため，台風や集中豪雨，不審者対応などの緊急時に集団下校を

行うことができないなど，安全確保の面での課題がございます。また，学校教育

では家庭との連携が不可欠となりますが，家庭訪問を行う際の教員の負担増や保

護者への連絡がつきにくい等の課題も生じております。最後に，「今後の方向性」

でございますが，今後校区内の児童がさらに減少していく中，特認校制度により

これまでのように転入学を希望する校区外児童を受け入れていった場合，「課題」

のところで説明いたしました，さまざまな課題がいっそう深刻化していくものと

思われます。このため，本校の特認校制度の募集人数を，校区内児童と同程度に

制限していくことが望ましいと考えます。ただ，この特認校制度の継続につきま

しては，「施設の課題」で説明しましたように，学校施設について早期に耐震化

のための抜本的な改修を行うことが前提条件となると考えます。しかしながら，

今後３年間で 190 億円の財源不足が見込まれるという，本市財政の厳しい状況の

中で，この抜本改修による多額の財源確保には相当の困難が伴うものと予想され
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ます。施設の抜本的な改修のための財源が保障されない場合には，統合も視野に

入れた検討がなされることになると考えられますが，将来本校の統合が行われる

ことがあったとしても，現在在学している児童が卒業するまでの間は，本校で教

育を受けられることを保障すべきものであると考えます。 

次に 13 ページをご覧ください。第四小学校です。「学級数・児童数の動向」で

すが，児童数は，高知市全体の児童数が減少傾向にある中で平成 13 年度から 18

年度までに約 30％も増加しています。次に，「今後の推計」ですが，児童数は，

当面ほぼ横ばいで推移すると推測されますが，現在もマンション建設が続いてお

り，さらに増加する可能性も考えられます。続いて施設については，「状況」は

記載のとおりでございます。14 ページをご覧ください。「施設の課題」としては，

教育環境面での問題点はないものの，西舎が耐震優先度調査ランク[２]，東舎が

同ランク[２]，屋内運動場が同ランク[４]に分類されています。全て旧耐震基準

で建築されており，耐震診断が必要な状況であり，その結果により耐震化対策を

行う必要があります。次に，「成果」としては，①校区内に居住する児童数の増

加に加え，特認校制度による転入学児童数も増加したことから，平成 17 年度に

は全学年が２～３学級編制の中規模校となり，学校全体に活気が出てきておりま

す。②安定した児童数を確保できていることから，次年度以降を見通した学校経

営が可能となり，学年として複数の教員による協力体制をとることができるよう

になるなど，教育活動にも幅が出てきております。その他は記載のとおりでござ

います。「課題」としまして，①特認校制度による転入学児童の大半は，隣接し

た校区から通学しているため大きな課題は生じておりません。しかしながら，一

部の地域では本校と他の小学校の児童が混在しているため，子ども会等の地域に

おける活動に支障が生じることもあります。②校区内に居住する児童数の増加に

加え，特認校制度による転入学児童数も増加したことから，現在は保有教室を全

て使用しており，施設的にこれ以上の学級数の増加には対応できない状況となっ

ております。最後に，「今後の方向性」でございますが，施設的には，これ以上

学級数を増やせない状況がありますため，今後特認校制度を継続する場合は，現

在の学級数の範囲で募集人数を最小限に抑えることが必要であると考えます。ま

た，施設については，耐震化計画に沿って耐震診断を実施し，その結果を受けて

の耐震化対策を行っていかなければならないと考えています。 

次に 15 ページをご覧ください。第六小学校でございます。まず「学級・児童

数の動向」ですが，児童数は，平成 13 年度から 19 年度までほぼ横ばい状態で変

化は見られません。「今後の推計」ですが，今後若干の増加傾向が見られると推

測されます。「施設の状況」についてですが，屋内運動場については，旧屋内運

動場の床がコンクリートの上にクッション材を敷いた構造で，児童の安全面から

体育館の床に適さないものであり，また，ステージ部分が白蟻被害にあい，全面

的に改修することが必要な状態となっていました。プールにつきましても，昭和

36 年度に設置したものでございますが，老朽化による漏水が著しく耐用の限度

を超える状況でした。このため，平成 18 年度に屋内運動場と同時にプールの改

築工事を行いました。16 ページをご覧ください。「施設の課題」としては，西舎，

東舎とも旧耐震基準で建築されており，耐震診断が必要な状況です。特に東舎は，

耐震優先度調査においてランク[２]となっています。「成果」でございますが，

①中心市街地に位置し交通の利便性もありながら，当初は特認校制度による転入

者数は少数でございましたが，17 年度からは「放課後児童クラブ」が開設され

たこともあって，その後はやや増加しております。②19 年度に特認校制度によ

る４人の１年生児童が入学したことから，１年生における２学級編制が実現しま

した。③小規模校で行き届いた配慮や指導がなされ，温かい雰囲気の中で子ども
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たちが学校生活を送っております。「課題」としては，特認校制度による転入学

児童の居住地がほぼ高知市全域に及んでおり，緊急時に保護者がすぐに迎えに来

ることができない場合があることや，災害発生時や不審者対応時などの保護者へ

の連絡体制及び児童の安全確保の問題がございます。また，特認校制度による転

入学児童の通学は自家用車利用が多く，登下校時の学校周辺での交通渋滞や児童

の安全面で課題もあります。最後に「今後の方向性」ですが，中心市街地に位置

する４校の中では，特認校制度による転入学児童数が最も少ないですが，17 年

度に「放課後児童クラブ」が設置されたことにより，今後は応募者数のさらなる

増加を見込むことができると考えております。施設面では，耐震優先度調査でラ

ンク[２]となった東舎，同調査でランク[４]となった西舎ともできるだけ早く耐

震対策を実施しなくてはならないと考えます。今後の推計児童数に若干の増加傾

向が見られますことから，今後も特認校制度を継続し，児童数の推移を見極めな

がら，一定の期間をおいて改めて検討することが望ましいと考えます。 

次に 17 ページご覧ください。御畳瀬小学校でございます。初めに，「学級数・

児童数の動向」ですが，13 年度の特認校制度導入後も 14 年度までは制度利用者

がおらず，その後も少数に限定され，複式学級での運営が続いている状況でござ

います。「今後の推計」ですが，児童数は今後横ばい状態が続いていくものと推

測されます。今後も過小規模の状態が続くことから，他校への校区外通学を選択

する家庭の状況により，推計値以上に減少していく可能性もございます。次に「施

設」についてですが，全ての施設が昭和 57 年以後の新耐震基準で建築された耐

震性の確保された施設でございます。18 ページをご覧ください。「成果」です。

これまでの特認校制度による転入学児童は合計５人でございまして，19 年度は

３年生に１人在籍しております。「課題」としましては，校区内の２つの地域の

うち，御畳瀬地区から入学してくる児童がこの２年間はいないことで，いっそう

の小規模化が進んでおります。また，本校の児童数が少な過ぎることを懸念して，

校区内児童が近隣の小学校へ入学している実態もございます。18 年度には，新

１年生への入学予定者が校区内に３人いたにもかかわらず入学者ゼロとなりま

した。また，19 年度は校区内の入学予定者４人のうち，入学者は２人でござい

ました。さらに，子ども相互の人間関係が固定化する傾向にあり，授業について

も２学年の児童を対象とするため，教員の負担にも大きいものがございます。「今

後の方向性」ですが，特認校制度導入後も児童数増とはならず，今後の推計児童

数からみても，本校の複式学級を解消することは困難であると考えます。当面は

特認校制度を継続しながら，近隣の小学校との統合も視野に入れた検討が必要で

あると考えます。 

次に 19 ページをご覧ください。浦戸小学校です。「学級数・児童数の動向」で

すが，13 年度以降緩やかに児童数が増加しており，複式学級も解消されており

ます。次に「今後の推計」ですが，児童数は，今後さらに減少することが推測さ

れます。続いて「施設」について，東舎は新耐震基準で建築されており耐震性が

確保されております。「課題」としましては，西舎は 15 年度に補強が必要である

との診断結果が出ており，屋内運動場も今後耐震診断が必要な建物であるとされ

ています。20 ページをご覧ください。「成果」でございますが，特認校制度によ

る転入学児童が全校児童の２割を超え，児童数が増加したことにより学校の教育

活動が活性化してきております。15 年度までは一部の学年が複式学級でしたが，

現在は全学年が単学級となり，少人数学級の特性を生かしたきめ細かな指導がで

きております。また，特認校制度によって転入学してきた児童のほとんどが地域

に祖父母等が居住している児童であることも特徴であり，制度を利用した保護者

は愛校作業にも進んで参加し，夏祭り等の地域の取り組みにも協力的であります。
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その他は記載のとおりでございます。「課題」は，登下校時や緊急時・ 災害時の

保護者への連絡・安全確保については，さらにきめ細かな対応が求められるとい

う点がございます。最後に「今後の方向性」ですが，特認校制度が廃止されれば，

来年度にも複式学級となる学年が生じます。教育効果の面から考えますと，特認

校制度を継続し児童数の増加を図ることが望まれます。今後とも特認校制度を継

続し，学級数・児童数の推移を見極めながら，一定の期間をおいて改めて検討す

ることが必要であると考えます。 

次に 21 ページ，久重小学校でございます。まず「学級数・児童数の動向」は，

児童数は 13 年度以降減少を続けており，19 年度は第３・第４学年と第５・第６

学年が複式学級となっております。「今後の推計」では，児童数はほぼ下げ止ま

った状況であり，今後も 50 人程度で推移するものと推測されます。「施設」につ

きましては，全ての施設が昭和 57 年以後の新耐震基準で建築された耐震性の確

保された施設となっておりますので，施設そのものについてではありませんが，

本校が標高の高い北山に位置することから，給水源である井戸の水涸れという問

題を抱えております。22 ページをご覧ください。「成果」としまして，校区内の

児童が減少する中，19 年度の特認校制度による転入学児童は６人となっており，

複式学級があるものの学校に活気をもたらしております。また，転入学児童の保

護者も学校やＰＴＡの活動に協力的でございます。次に「課題」ですが，校区内

に団地が造成され児童数が増加した時期もございましたが，現在は新たに校区に

家を建て転入してくる方は少なく，児童数の推計では，当面は一定の児童数を維

持できるものの，将来的には全学年が複式学級になるとの予測がございます。「今

後の方向性」は，児童数の推計からみて，将来的には全学年が複式学級となる可

能性があり，将来的には統合を視野に入れた検討も必要と考えられますが，隣接

校との地理的条件や距離を考慮しますと，統廃合には困難が予測されます。これ

らのことから，今後も特認校制度のＰＲに努め，児童数増への努力を継続してい

くことが望ましいと考えます。 

次に，23 ページをご覧ください。行川小学校でございます。「学級数・児童数

の動向」は，13 年度の特認校制度導入以後児童数は微増となっており，「今後の

推計」でも，児童数は 24 年度まではほぼ横ばいと推測されます。次に「施設」

についてですが，全ての施設は，昭和 57 年以後の新耐震基準で建築された耐震

性の確保された施設でございます。「課題」は，狭隘な学校敷地を補充するため

に用地を借地しており，年間一定額の公費による負担が生じている点が挙げられ

ます。「成果」としましては，①特認校制度による転入学児童数の増加は，少人

数のため固定的になりがちな人間関係に刺激を与えており，授業やその他の活動

が活性化し，さまざまな教育効果をあげている点，②特認校制度利用の保護者も，

学校行事やＰＴＡ活動，さらには地域の行事等にも積極的に参加しており，学

校・地域・保護者に一体感が生まれ，地域をあげて子どもを育てていこうとする

気運を生み出している点がございます。「課題」は，①特認校制度による転入学

児童は，バスを利用している児童もおりますが，バスの便が悪く自家用車による

送迎も多いことによる通学時の安全面の問題，②特認校制度による転入学児童が

欠席したときなど，自宅が遠い場合に連絡文書を届ける，家庭訪問をすることな

どが難しい点，③現在全学年が複式学級になっており，特認校制度による転入学

児童を加えても単式学級になる児童数は確保できていない点などがございます。

「今後の方向性」ですが，推計児童数をみても複式学級の解消は困難でございま

すが，児童生徒数の増加により一定の成果をあげており，隣接校との地理的条件

や距離を考慮しますと統廃合には困難が予測されますことから，今後も特認校制

度を継続し，児童数の推移を見極めながら，小・中併置校としての成果も踏まえ
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て総合的に検討していかなければならないと考えます。 

次に，25 ページ，行川中学校でございます。まず「学級数・生徒数の動向」

でございますが，生徒数は，17 年度から校区内の生徒数が減少している中で，

全体としてはほぼ横ばいとなっております。「今後の推計」では，生徒数は今後

も緩やかに減少を続けると推測されます。「施設の状況と課題」は行川小学校と

同様でございます。次に，「成果」でございますが，特認校制度による生徒増に

よって，学校行事や総合的な学習の時間等においてこれまでよりも充実した取り

組みがなされており，行川小学校と同じく，特認校制度利用の保護者も，学校行

事やＰＴＡ活動，さらには地域の行事等にも積極的な参加がみられ，学校・地域・

保護者に一体感が生まれ地域をあげて子どもを育てていこうとする気運を生み

出しております。「課題」面では行川小学校と同様の状況がございます。最後に，

26 ページ，「今後の方向性」でございます。特認校制度による転入学のみならず，

教育的配慮によって転入学する生徒のためにも，本校の果たす役割には大きいも

のがございますので，行川小学校と併せまして，小・中併置校としての成果も踏

まえて総合的に検討していかなければならないと考えます。 

次に 27 ページをご覧ください。土佐山中学校です。「学級数・生徒数の動向」

ですが，生徒数は 13 年度以降減少を続けており，特認校制度導入以後も制度を

利用した入学者はなく，「今後の推計」で，生徒数は減少を続けると推測されて

います。「施設」につきましては，「課題」として，鏡川の河川敷に位置すること

から年間を通じて湿度が高く，特に梅雨時期はカビの発生に苦慮しており，夏は

蒸し暑く冬は寒いという環境条件から，改善の必要性がある点，また，全ての施

設において 17 年度の耐震診断の結果「補強を要する」とのことから，今後何ら

かの耐震対策が必要である点が挙げられます。次に 28 ページ，「成果」でござい

ますが，現在特認校制度による転入学生徒がないため，特認校としての成果が出

ていない状況です。「課題」としましては，現在校区内に居住する生徒が県立中

学校等へ進学するなどの状況がございます。バスや自転車で通うことが難しいと

いう交通の便の悪さが，特認校制度を利用しての転入者増につながらない大きな

理由の一つとなっており，また，通学に要する時間がかかるため部活動ができに

くいなどの制約もございます。最後に「今後の方向性」ですが，本校は中山間地

域に位置し，小規模校の特色を生かした指導がなされており，特認校制度を利用

して校区外から転入学してきても，すぐに学校生活に慣れることが期待できます。

また，本校の保護者には同制度に対する理解があり，学校・保護者とも受け入れ

体制も整っており，今後も特認校制度のＰＲに積極的に努めながら，生徒数増へ

努力を継続していくことが望ましいと考えます。将来においても生徒数の増加が

みられない場合は，「施設の課題」で述べた環境条件を考えますと現位置での改

築には問題があり，土佐山小学校との小・中一貫校を視野に入れた検討も必要で

あると考えます。 

以上，特認校 10 校についての説明を終わらせていただきます。続きまして，

29 ページ，「特認校以外の小規模校の検証」について説明させていただきます。 

まず鏡小学校でございます。「学級数・児童数の動向」ですが，児童数は減少

傾向が続いておりますが，単式学級での運営は保たれている状況でございます。

「今後の推計」でも，児童数は今後も減少傾向が続くと推測されています。「課

題」としましては，鏡地区では，旧鏡村時代の昭和 58 年に児童数の減少により，

当時は４校ございました小学校を鏡小学校に統合しておりますが，19 年度の児

童数は 73 人であり，推計では以降漸減し，24 年度には複式学級が生じると予測

される点がございます。「今後の方向性」ですが，17 年度以降，特認校の指定に

向けたＰＴＡの役員との話し合いを行ってきておりますが，まだ同意を得られる
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状況には至っておりません。今後も，地域・保護者等の理解を得ながら，特認校

指定に向けた話し合いを継続する必要があると考えます。 

鏡中学校でございます。「学級数・生徒数の動向」ですが，生徒数は減少傾向

が続いておりますが，単式学級での運営は保たれている状況です。「今後の推計」

では，生徒数は年度による若干の増減はあるもののほぼ横ばいで推移するものと

推測されます。次に「課題」ですが，現在少数ではございますが私立中学校等に

進学している状況がございます。また，鏡地区ではソフトボールへの取り組みが

盛んでございますが，近年鏡小学校の男子児童の中には，他地区のソフトボール

以外の少年スポーツ団に所属し活動している児童もおり，今後は競技を継続する

ために本校以外の中学校に進学する事例が出てくることも予想され，推計以上に

生徒数が減少する可能性もございます。「今後の方向性」ですが，本校は現在特

認校制度を導入している市周辺部の学校と同様の状況にございます。隣接校の行

川中学校には，小規模校での手厚い支援や自然豊かな環境の下での教育を望む生

徒が転入学しております。本校には本市中西部からの自転車による自力通学も可

能であり，今後も地域，保護者等の理解を得ながら，特認校指定に向けた話し合

いを継続する必要があると考えます。 

次に 31 ページ，土佐山小学校でございます。まず，「学級数・児童数の動向」

ですが，児童数は 40 人前後で安定して推移しております。「今後の推計」でも，

児童数は引き続き 40 人程度で安定して推移すると推測されます。「課題」としま

しては，19 年度の児童数は 41 人であり，第２・第３学年と第４・第５学年が複

式学級となっており，「今後の推計」をみますと，24 年度までは 40 人程度で推

移すると推測されていますが，複式学級が解消されるほどの増加は見込まれてお

りません。最後に「今後の方向性」です。17 年度以降，本校ＰＴＡの役員とは

特認校の指定に向けた話し合いを行ってきていますが，まだ同意を得られる状況

には至っておりません。今後も，地域，保護者等の理解を得ながら，特認校指定

に向けた話し合いを継続する必要があると考えます。また，将来においても児童

数の増加がみられない場合は，土佐山中学校との小・中一貫校を視野に入れた検

討も必要であると考えます。 

特認校以外の小規模校についての説明は以上でございます。最後に，32 ペー

ジ「まとめ」でございますが，検討委員会では，特認校 10 校の今後のあり方を

検討し，これまでの説明で申し上げましたように，特認校制度そのものは継続し

ながら，一部の学校では募集人数の制限等の新たな手立てを講じますとともに，

今後も各学校における児童生徒数・学級数の推移を見守り，学校によっては統合

も視野に入れた検討をしていくとの結論に至ったものでございます。また，施設

面において抜本的な改修を必要とする学校につきましては，財源問題も含め早急

な検討が必要となると考えます。特認校以外の小規模校については，今後も引き

続き児童生徒数の推移を把握しながら，子どもたちへの教育効果や教育環境の面

から検討を継続する必要があると考えます。 

以上で説明を終わります。長時間ありがとうございました。 

澤田委員長    ありがとうございました。 

それでは，協議に入ってまいりたいと思いますが，何分にも 35 ページにわた

る報告書でございますので，まず「Ⅱ」の『これまでの経過・取り組み』につい

て質疑を行い，その後各特認校やその他の小規模校について，１校ごとに検討し

てまいりたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 

委員一同         異議なし。 
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澤田委員長   はい。それでは，まず 『これまでの経過・取り組み』についてでございます 

が，この内容につきましては，これまでにも会におきまして報告を受けてきたと 

ころでございます。『まえがき』の部分も含めまして，１ページから６ページの 

間，この間のご意見・ご質問をお願いしたいと思います。 

溝渕委員さんどうぞ。 

 

溝渕委員    はい。今の議題，この件についてというところではないんですけれども。昨年 

この報告書をいただいて読みまして，今日，議決をする議題に採り上げて審議す 

るということなんですけれども，臨時の教育委員会を開いて，８月のいつもの定 

例会まで議決を置いておけないという，その何か特別な理由をお答えいただけれ 

ばと思いますが。 

 

吉川教育長   はい。経過的に申し上げますと，追手前小学校の跡地へ高知大学の移転構想と 

いう話が浮上してくる中で，議会の方でも様々な動きがあって，経済文教委員会 

で一度この件に関わって，これは，追手前小学校の統合について或いは特認校制 

度のストップについて全く決定したものではございません，としております。で， 

市長から要請を受け，その前に教育委員会では，６か年，１年生で入った子ど 

もが卒業したので，ここは総括的な検証をして，今後１校１校どうするか報告を 

出すとして準備はしてきたんですけれども，そういう中で議会関係の動きもあり， 

当然喫緊の６月定例市議会でもこのことに関わる質問もある中で，やはり教育委 

員会は，当然これまでも年々総括してきたわけですし，この４月からは正式に検 

討委員会を置いて報告書を仕上げていくという経緯でございましたので，一定目 

処を公表する必要があるということで，７月末には報告書をまとめますので，と 

私の方から申し上げ，市長もそのように申されたという経過がございますので， 

７月 31 日付で報告をまとめた，というそういう経過でございますので，ご理解 

いただきたいと思います。 

それと補足ですが，この１ページの下段ですけれども，この特認校の検証とい

うことで当初は入ったわけですが，特認校 10 校とそれぞれ経過は異なっており

ますが，この過小規模化を辿っている類似した学校が３校ございます。これは，

先ほどの検討委員会委員長からの報告したわけですが，同じ候補校として挙がっ

てくるわけですし，これまでも，また現在も地元ＰＴＡ等に対して特認校どうで

すかという働きかけを継続しておりますので，ここで 3 校を除いて特認校 10 校

だけの検討では片手落ちではないかということで，小規模校の検証として加えた

という経過がございますので，ご理解を賜りたいと思います。補足しておきます，

以上です。 

 

澤田委員長   はい，わかりました。では，他にいかがでしょうか。 

はい，溝渕委員さん。 

 

溝渕委員    はい。質問なんですけれども，２ページ目の下から４行目，「今後も現在と同 

程度の特認校募集数を継続すると仮定した場合」とあるんですけれども，これは 

「今まで募集してきた人数と同じくらい」という意味なんでしょうか，それとも 

「生徒数に対する比率で」という意味なんでしょうか。 

 

学校教育課長  はい。学校教育課長岡村でございます。現在この４校につきましては，本年度 

並みの児童数を加味した場合ということで，将来的に，例えばその上にございま 

すけれども５年後 10 年後の地元＝校区内に居住する児童数の，その中に占める 
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比率を考えた場合でございます。 

 

吉川教育長   いや，今の応募人数をこのまま続けるのか，それとも今課長が言った校区内の 

子どもの数を考慮して，人数の増減をしていくのか，ということ，どちらなのか

ということではないか。 

 

総務課長    はい。総務課長の弘田です。ここでの推計につきましては，このまま制度を継 

続させると仮定して，今現在と同程度の募集人数で推計しております。この後の 

１校ずつ検証している中で，いろいろ新たな手立てを講ずるということを述べて 

おりますが，ここでは今現在の人数でいくとして推計したものになっております。 

 

澤田委員長   よろしいでしょうか。 

では，また各校の審議の時にご質問があればよろしくお願いいたします。他にな 

いでしょうか。 

 

それでは，各特認校１校ごとにつきまして，これまでの検証を踏まえながら，

今後の方向性について検討してまいりたいと思います。まず，新堀小学校につい

て，７ページから９ページをお願いしたいと思います。 

溝渕委員さん，どうぞ。 

 

溝渕委員    はい。７ページの「今後の校区内児童数の推計」のところの「注②」に「入学 

率」とありますね。この「入学率」というのは何なんでしょうか。 

 

総務課長    はい。総務課長の弘田です。私立学校とか国立の小学校に入学される方を除い 

た，公立の小学校に入学される子どもさんの率でございます。これは，過去の数 

値を参考に推計しております。 

 

溝渕委員    それは，校区ごと・学校ごとに入学率というのは出ているんですか。 

 

総務課長    はい。学校ごとに推計しております。 

 

澤田委員長   よろしかったでしょうか。 

議長を務めながら申し訳ないですが，委員として質問をさせていただきます。

９ページ「今後の方向性②」のところに，「余裕教室が残されている」という表

現がございますが，何学級くらい，数字で教えていただければと思いますが。 

 

総務課長    はい。総務課長の弘田です。転用可能な教室といたしましては，3 教室ござい 

ます。 

 

澤田委員長   わかりました。 

他に‥はい，溝渕委員さん。 

 

溝渕委員    はい。特認校の児童の募集の時も，多分何名募集するかという時には，その学 

校に保有教室がいくらあってどの程度人数が増えたらいっぱいになるか，という 

ことを考慮してやっていたと思うんですね。だから，この検証の「施設の状況」 

のところにも保有教室がいくらあるのか，報告書を見た時に数を書いてあった方 

が分かりやすいと思いますね。 
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澤田委員長   はい。その点どうでしょうか。 

 

吉川教育長   ちょっと私から。仰ることはよく理解しておりますし，本来そのようにするの 

が丁寧な対応であると思います。が，７ページ「注②」をごらんいただきたいと 

思いますが，15 年度までは 40 人学級編成，従前の文部科学省の学級編成基準は 

40 人学級です。ところが，学級編成権を主として持っているのは都道府県教育 

委員会でございますが，子どもたちに多様な問題が起きてくる中で，従前の 40 

人学級ではなかなか十分な対応ができないという，もっと学級の定数を減らして 

ほしい，手厚い対応をしてもらいたい，教員を返してほしいという世論の動きも 

あって，各都道府県で１学級の学級定員を引き下げる対応をしておりますね。で， 

高知県の場合は，県下的に，現在小学校１・２年生は 30 人学級，３・４年生は 

35 人学級，５・６年生以上は 40 人学級，というこれまでにない，通常の規定の 

学級よりも学級数を増やしておるということがございます。 

また２点目に，全国的にそうであるように，高知の場合緩やかですけれども児

童数が減少傾向にあり，学級数について，今申し上げた，30 人学級・35 人学級

も進行しておるけれども，それ以上の学級数の減がある中で，いわゆる余裕教室

（空き教室）が生じてきたわけです。じゃあ，学校長・学校として，この余裕教

室を，今の子どもたち・今の学級数の中で，どう学校教育に活用・転用していく

かということで，空いている教室を教育相談室にしたり，ＰＴＡの会議室にした

り，また，別の特別教室を構えたりと，かなり学校側の裁量で転用し，固定して

きているという状況がございます。そういう状況は学校によってかなり異なるよ

うで，30・35 人学級も含めて規定学級数がこれだけで，これだけ余裕教室があ

るという数字は出すことはできるわけですけれども，学校がこうこうで重要な役

割があって使用したいという状況がございますので，正確な数字を出すためには

学校長との遣り取りが必要になってまいります。そういったことで，余裕教室の

数を明示していくことがなかなか困難ではございます。ただ，文部科学省が示す，

或いは県単位で入れておる規定の学級数を加味しての余裕教室の数というのは

出すことはできますので，その断りを入れた上で出すべきではなかったかと思い

ます。以上です。 

 

澤田委員長   他にどうでしょうか。 

 

それでは，新堀小学校につきましては，９ページにあります，「今後の方向性」

に示された方針で進めていくということでご異議ございませんでしょうか。 

 

    委員一同        異議なし。 

 

澤田委員長   はい。それでは次に，10 ページから 12 ページ・追手前小学校でございますが， 

去る７月 25 日，７月定例教育委員会の後，「追手前小学校の存続を考える会」の

方から直接ご要望もいただいたところでございます。ただ今の報告につきまして，

ご意見・ご質問等お願いいたします。 

田中委員さん，どうぞ。 

 

田中委員    はい。「今後の方向性②」のところ，「特認校制度の募集人数を校区内児童と同 

程度に制限していく」と，今よりも少なくなるということですよね。 
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吉川教育長   はい。10 ページの「今後の校区内児童数の推計」というところをご覧いただ 

きたいと思います。20 年度から 24 年度にかけて追手前小学校に入ってくるであ 

ろう 1 年生の数字を出しながら全学年の合計児童数を出したものでございまが， 

この 1 年生の数字に注目していただきたいと思います。11・17・9・9・6 と，多 

少増減はございますが，今後緩やかな減少傾向を辿るとしか言いようがないわけ 

で，マンション建築による増加も考えられるとは書いておりますが，例えば追手 

前小学校の通学区域内にマンションが建設され，分譲されたとして，断定ではご 

ざいませんが，学齢期のお子さんをお持ちのご家庭ではなかなか購入しづらい状 

況もあるのではないかということで，マンション建設による増加というのは大き 

くはないと思われます。この 11・17・９・９・６と同程度に特認校の公募人数 

を減少する・抑えるということをこの②としております。それと，今日もお見え 

になっておられます，追手前小学校の保護者の方々と協議をしていく中で，仮に 

特認校の募集をストップするとなった場合，今通っておる特認校のお兄さん・お 

姉さんの弟さん・妹さんですね，この兄弟姉妹関係はどうするのかというご質問 

もこの仮定の話の中であったわけですが，これについては「受け入れてまいりま 

す」と私から明言しております。それから，追手前小学校だけではございません 

けれども，さまざまな校区の学校で不適応の状態，つまり地元の学校では学ぶこ 

とができないので，という教育的配慮を理由として，他校への校区外通学を許可 

してほしいというご要望が出る場合がございます。これは基本的に，子どもの学 

びを保障するという観点から，本市教育委員会では可能な限り校区外通学を許可 

する方向でおります。そういうことでございますので，現在でも追手前小学校に 

も，教育的配慮によって校区外通学をされているお子さんがおるわけですが，こ 

の特認校の兄弟姉妹，教育的配慮による転入学というのは今の人数にプラス α 

されるわけでございます。例えば平成 20 年度で考えますと，ここでは 11 人程度 

の特認校制度による募集を行うということになりますが，それに加えてとなり， 

結果的に同程度とはならないという点がございますので，併せてご説明申し上げ 

ます。 

田中委員さんのご質問につきましては，前段にお答えしたとおりでございます。 

 

澤田委員長   はい。西山委員さん，どうぞ。 

 

西山委員    意見として述べさせていただきます。追手前小学校だけに限ったことではない 

事柄でございますが，学校と地域と家庭の間の円滑なコミュニケーションが今後 

もよりいっそう充実していけるかどうかという点を十分に検討していく必要が 

あると私は思います。その中で，学校と家庭とのコミュニケーション，これを， 

この書かれている内容では非常に遠方に住まわれている方もいらっしゃって連 

絡が取りにくいということも挙げられておりますので，留意する必要があろうか 

と思います。それと，学校と地域との関連ですね。この，学校と家庭と地域とい 

う言葉が用いられる時に，地域とは，その子どもさんが日常生活する地域の学校 

という意味の地域と，校区外ということでの学校が所属する地域と，その地域の 

方々から学校がどう見られているのか或いは地域の方々から児童がどのように 

見られているのかという視点があると思います。その中で，追手前小学校を取り 

巻く商業施設・飲食店等があるわけですが，これが今後の教育環境として時代の 

ニーズにあったものであるか，望ましい環境としてさらにいいものになっていく 

かどうかという視点も十分に検討する必要があるのではないかと思います。従っ 

て，先ほど申し上げましたとおり，学校と家庭との関係，学校と地域との関係， 

この 3 本柱を十分に検証した上で方向性を出していくという必要があろうと思 
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います。以上です。 

 

澤田委員長   たいへん重要なご意見であったと思いますが，このことについて，委員さん方 

いかがでしょうか。 

溝渕委員さん，どうぞ。 

 

溝渕委員    はい。今西山委員さんが仰ったように，多分検証の段階で，委員（検討委員会） 

の方たちはいろいろ調査なさって，地域の意見とか，ＰＴＡの意見とか，教師の 

意見とか，特認校についての課題・成果についてお聞きになっていると思うんで 

すが，その個別の児童生徒たちがこの制度でこの学校で勉強してどう思ったのか， 

或いは学校を運営するにあたって地域の方たちがどうだったのか，教師はどう感 

じたのか，という個別での検証の結果がもう少し表現されていたらよかったので 

はないかと思いますね。例えばこの「課題」のところでですね，「地域に見守ら 

れその支援の下で教育を行う公立小学校のあり方という点では大きな課題があ 

る」と指摘がされていて，多分特認校にする時には，ＰＴＡ活動には積極的に参 

加してください，児童生徒の通学にはご自身で配慮をしてください，そういう条 

件を付けて募集されたと思うんですね。で，その結果ちゃんと地域の行事・ＰＴ 

Ａ活動等地元地域と一緒にできていたのかどうか，その辺に問題点があったのか 

どうか，募集時の条件が守られていたかどうかというところも検証の中に入れて， 

具体的に書かれると分かりやすかったかなと思います。地域の人たちが見守るっ 

ていうのが，こんなに，例えば７～８割も校区外から来ている方たちがいると， 

地域の人たちに過分な負担になるのか，その辺が必要な論点になってくると思い 

ます。 

 

澤田委員長   他の小学校と関連する部分もありますけれども，今の溝渕委員の意見，ポイン 

トを押さえて，いかがでしょうか。 

 

吉川教育長   はい。学校ごとに，特認校或いは校区外の保護者の方はお一人おひとり属人と 

して異なるわけですが，その特認校の保護者の方々を一括してこういう傾向にあ

ると述べることについては控えさせていただきたいと思いますが，追手前小学校

だけではございません，特認校制度を活用されて多くの人数が通学されておる学

校については，ＰＴＡ活動等の協力状況についても学校長やＰＴＡ会長から直に

お聞きしております。で，家が遠方ではあるけれどもお互い連絡を取り合って，

学校が設定した愛校作業やＰＴＡの行事に協力してくれている学校と，保護者の

方々協力のお気持ちはお持ちだと思いますが，遠距離であることから結果的にそ

れが叶っていない学校と，さまざまでございます。追手前小学校の校区外通学の

割合が他校が２割から４割であるのに対し７割と突出しているという現状につ

いては，教育委員会が追手前小学校と遣り取りをしながら応募人数を決定し，受

け入れてきた経過を考えましても，大きくは反省をすべきであろうと思っており

ます。ただ，言い訳として申し上げるとすれば，そのことも年々検討はしてまい

ったところでございますが，年ごとに応募にストップをかけたり応募人数を最低

限抑えたりすると保護者の方を混乱させるということもあり，一定期間おいて検

討のうえ改めて大きく見直すということで予め決定していたわけでございます

ので，まさに時期が来たと考えておるところでございます。７割だから駄目とは

申し上げておりませんが，これをそのまま継続していきますと，先ほど報告書で

挙げました課題が深刻化していくということで，ここは人数については抑えてい

こうという方向性でございますので，その点ご理解いただきたいのが１点です。
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それからもう１点。私どもは公教育＝義務教育を預かっておるわけです。市内に

は 62 校・園ございます。小学校が 41 校・中学校が 18 校，幼稚園・養護学校・

商業高校あわせまして 62 ですが，その小学校 41 校のあり様は，先ほど西山委員

さんが仰られた，地域があって，地域の中に家庭・学校があって，特認校の場合

はその家庭が市内広範囲に散在しておるという状況です。子どもたちの安全確保

については不審者対応で全国的に，前段申し上げた反省に立って申し上げており

ますのでそこはご理解いただきたいと思いますが，最近地元の方々が立ち上がっ

て，校区内を散歩がてら見回ってくれたり登下校を巡視してくれて安全確保して

くれているけれども，特認校のお子さんたちは，車・交通機関双方ございますが，

最後までなかなか見届けることができない。この６か年，幸いなことに集中豪雨

や台風，地震の発生，また不審者の出現など，いわゆる危機管理上どうするかと

いう緊急対応に追い込まれるという状況はなかったわけですけれども，そのこと

を想定いたしますと，学校はまず子どもの安全確保＝命を守ることが第一でござ

いますので，そういう緊急事態の場合通常は学校が責任を持って自宅へ送り届け

るようにしております。過去二度三度の大水害の際もそういたしました。頃合・

時間・天候を見て，通学路周辺の浸水状況が危険であるかどうか等判断すること

になりますので，それが市内広範にわたる場合最終的な責任を持ちづらいという

懸念がございまして，どうしてもその点状況として報告にも書かざるを得ないと

ころがございます。それから，毎回のように説明申し上げております，本市では

「不登校を生じさせない学校づくり」ということで，家庭の連携こそがポイント

であるとして，子どもに少しでも変わったことがあったら，電話で済ませるので

はなくて家庭訪問をして，親と子と顔を合わせて膝を交えて悩みを語り合ってそ

の子どもの課題解決を図るという，学校現場にすればきつい要請をしておるとこ

ろでございます。それも，なかなか春の定時では回りづらい，夏休みにまとめて

自家用車で回っていかなければならない，日々の日常的な家庭訪問となれば全く

叶わないという，課題・ネックとなる部分が多くございました。そういった面で

も，追手前小学校については，人数に制限を加えていかなければならないという

ことですので，ご理解をいただきたいと思います。時間もございますので，ひと

まず議長にお返しいたします。 

 

澤田委員長   他にございませんか。 

終わりの方「今後の方向性③」に「抜本改修のための多額の財源確保」という文

言がございますけれども，どのくらいの額なんでしょうか。 

 

総務課長    はい。総務課長の弘田です。基本的に，耐震診断をしてみないと正確には申し 

上げられませんけれども，西舎・屋内運動場は，他の今まで整備してきた同程度 

の年代の施設を比較をしますと，おそらく改築することになるのではないかと推 

測されます。改築となった場合の費用は，西舎で約２億円，屋内運動場で約 3 

億円，建築工事費のみの推計ですので，それ以外に設計・解体費用等がプラスさ 

れることになり，少なくとも５億円以上かかるということになります。 

 

澤田委員長   わかりました。 

 

教育長     委員さん方によくご理解いただきたいところでございますので，発言させてい 

ただきます。今お聞きいただいただけでは，いかに古びておるかという他校との 

比較，またなぜ全面改築の見通しなのかということはお分かりいただけないと思 

います。まず校舎ですけれども，全面改築をした他校の例では江陽小学校がござ 
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います。平成 11 年度に行いました，ここが昭和 31 年建築でございます。それか 

ら 16 年度に改築いたしました城西中学校南舎が昭和 27 年建築です。追手前小学 

校西舎は昭和 29 年建築です。江陽小よりも古く城西中よりも新しい，ちょうど 

２年空けて間にある古びた校舎でございます。もう一つ屋内運動場ですが，他校 

の例を見ますと，17 年度に改築を行った新堀小学校は昭和 41 年建築，18 年度改 

築の第六小学校は昭和 42 年建築です。現在改築中の愛宕中学校，ここは昭和 41 

年建築です。追手前小学校の屋内運動場は昭和 43 年建築です。建築年度が大体 

同程度ということで想像していただければと思います。 

 

澤田委員長   他にございませんか。 

私からもう一つよろしいでしょうか。やはり「今後の方向性④」にある「将来

本校の統合が行われることがあったとしても，現在在学している児童が卒業する

までの間は，本校で教育を受けられることを保障すべきものである」ということ

につきまして，その「保障すべき」大きな理由というものを分かりやすくお願い

したいですが。 

 

吉川教育長   はい。私の決意として，議会でもそのようにお答えをしております。追手前小 

学校の保護者の方々との話し合いの中でも，ストレートには受け取っていただか 

ないところはあったようですが，私の決意として，子どもたちと約束をしておる 

と，特認校の子どもたちには入学＝本校で学ぶことを許可するということを教育 

委員会として出しているわけでございますので，それを元に子どもたちは学んで 

おるわけです。６年生まではとにかく学び続けることができるということを，直 

にお一人おひとりのお子さんにお会いしたわけではないけれども，皆さんとお約 

束をしたという考えを持たなければならない。学校教育というものは，子どもた 

ちとの信頼関係によってしか成立をしないとまで言えると思いますが，そこを崩 

すようではまさに信義に悖る行為であり，ここは譲れないという意味で申し上げ 

てまいったわけですが，この報告書でも，将来仮にという前提においてですが， 

そうなった場合でも本校で今学んでいる子どもが卒業の間は統合はしないとい 

うことを，委員の皆様のご理解を賜り，教育委員会でも確認をしていただきたい 

と，強くお願いをいたします。質問がなくとも，このことについては確認をさせ 

てもらおうと思っておりました，ぜひよろしくお願いいたします。 

 

澤田委員長   その他にございませんか。 

溝渕委員さん，どうぞ。 

 

溝渕委員    今後特認校で募集しますよね。その児童には，統廃合の問題が起きた時にはあ 

なたたちは６年生までいられないかもしれませんよ，とちゃんと話をして募集を 

するということになるわけですね。 

 

吉川教育長   はい。今後この報告書を受けて，首長・議会の判断というものが出てくるわけ 

ですが，この抜本改修の財源確保を巡って紆余曲折があると思うんですけれども， 

最終的に仮に財源確保はならない，認められないとなった場合は，危険な状況が 

継続するわけでございますので，教育委員会としてはそういう施設的にきちんと 

した対応ができない不安定な状況でお子さんにどうぞどうぞと入ってもらうわ 

けにはいかない，そうなれば当然特認校のストップと統合問題が出てくるわけで 

す。それで統合必至となった場合，何年度に統合と決定した場合，決定してそれ 

以降追手前小学校入って来るお子さんについては，特認校の応募者に限らず，入 
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学時に，何年後には追手前小学校は統合になるけれども，そのことをご承知のう 

えで，ということをお伝えするようにいたします。これはそれこそ信義の問題で 

ございますので。以上です。 

 

澤田委員長   その他にご意見ございませんでしょうか。 

 

それでは，追手前小学校につきましては，12 ページにあります，「今後の方向

性」に示された方針で進めていくということでご異議ございませんでしょうか。 

 

  委員一同    異議なし。 

 

澤田委員長   はい。それでは次に，第四小学校，13 ページから 14 ページでございます。ご 

意見・ご質問等ございましたらお願いします。 

はい，田中委員さん。 

 

田中委員    特認校制度を入れてからかなり人数が増えて，偶々校医をしているんですけれ 

ども，３学級ある学年もありますが，今後制限はなしでいくんでしょうか。 

 

学校教育課長  はい。学校教育課長岡村でございます。現在第四小学校につきましては，特認 

校 10 校の中で最も転入学者が多い学校となっておりますけれども，施設的に現 

在余裕教室がなくなってきております。このままの状態では，現在の状況で２ 

学級３学級分の特認校のお子さんを募集することは困難であると考えておりま 

す。施設が満杯でございますので，その施設に合った＝入り切るまでのお子さん 

は必要と考えますけれども，これ以上学級数が増えることについては難しいと考 

えます。以上です。 

 

澤田委員長   はい。溝渕委員さん，どうぞ。 

 

溝渕委員    この 14 ページの「課題①」の最後，「子ども会等の地域における活動に支障が 

生じることもある」とありますが，これは具体的にはどんなことでしょうか。 

 

学校教育課長  はい。学校教育課長岡村でございます。同じく「課題①」の 1行目にも書かせ 

ていただいておりますように，第四小学校に特認校で来られるお子さんは隣接し 

た神田小・小高坂小・旭小・旭東小の各校区から来ておりまして，その各地域地 

域に子ども会というのがございますけれども，各子ども会には，本来の校区＝地 

元の学校に通われている子どもさんと，特認校で第四小に来られたお子さんとが 

混在しているという状況で，例えば土曜日に一方で学校行事があって登校日とし 

た場合，重なって子ども会行事があると，その一方の学校の子どもさんは子ども 

会には来られないというようなことがあって，そういう面で支障もあるというこ 

とでございます。 

 

溝渕委員    住居地の子ども会には通学している学校の区別なしに，その住居の子どもたち 

が入れるようなシステムになっているわけですか。 

 

学校教育課長  小学校区が中心になっておりますので，その校区の中でいくつかの子ども会が 

あるという状況で，特認校で来られたお子さんがその校区の子ども会になかなか 

入りづらいということはあるかと思います，入ってはいけないということではご 
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ざいませんが。 

  

澤田委員長   ちょっと関連して‥特にどの校区からの転入学者が多いんでしょうか。 

 

学事課長    はい。学事課長佐々木です。13 ページの資料ご覧ください。「学級数・児童数 

の動向」で，平成 19 年度は第四小学校 131 名が特認校で来ておりますが，その 

内半分以上の 69 名が神田小学校でございます。その神田小学校の中で，石立町・ 

東城山町・城山町からは第四小に行っても神田小に行っても大体 1.1 ㎞から 1.5 

㎞の間でどちらに行っても同じようなところですが，この３地区からが多くなっ 

ておりまして，特認校の子は別にしても，３地区から 58 名が第四小へ行ってい 

ます。特に石立町におきましては，神田小が 33，第四小が 23 おります。この３ 

地区が特に混在している地域です。 

 

吉川教育長   遠距離ではないわけですね，隣接校区からで。 

 

溝渕委員    特認校を特に希望する親の理由というのは何なんですか。 

 

吉川教育長   近いということですね。距離的な問題。 

 

学事課長    学事課長佐々木です。本来的な意味で申しましたら，小規模の学校で教育を受 

けるということを目的として入ってきてくださっているはずなんですが，指定校 

の方に行っても特認校に行っても距離は違わないということが裏の理由として 

はあると思います。特にそれが，先ほど申し上げました神田小との関係，新堀小 

と昭和小の関係ですね。この間も，桜井町の２丁目・城見町辺りは混在しており 

まして，本来なら昭和小の校区でありながら新堀小の方が近いという状況があり， 

それが理由として裏にあると思います。 

 

澤田委員長   他にございませんでしょうか。 

 

それでは，第四小学校につきましては，14 ページの「今後の方向性」に示さ

れた方針で進めていくということでご異議ございませんでしょうか。 

 

  委員一同    異議なし。 

 

澤田委員長   はい。 

実は，当初各校 10 分程度を予定しておりましたけれども，どうしても長くな

っております，ご協力をお願いいたします。さて，ここで 10 分間小休したいと

思います。10 時 50 分に再開いたします。 

 

 

（休憩入） 午前 10 時 40 分 

 

（再 開） 午前 10 時 50 分 

 

 

澤田委員長   それでは再開いたします。第六小学校，15 ページから 16 ページです。ご質問・ 

ご意見お願いいたします。 
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はい，西山委員さん。 

 

西山委員    16 ページの「課題②」，他の学校にもありましたが，「転入学児童の通学は自 

家用車利用が多く，登下校時の学校周辺での交通渋滞や児童の安全面で課題があ 

る」ということが記されておりますけれども，自家用車利用についての学校的な 

何らかの解決策，例えば，海外なんかではスクールバスを走らせたりすることが 

結構あるんですが，公共交通機関に準ずる形で通学用の交通機関について検討が 

なされたのかどうか，で，現在なかなかそうできないので今日に至っているとい 

うことで，参考までに教えていただければと思います。外国へ行きますとスクー 

ルバスがよく走ってますので，どういうことか訊いてみましたら，まず，私立の 

学校が走らせている，或いは私立の学校が公共交通機関に依頼して一つの路線を 

スクールバスとしているということがあるわけなんです。自家用車の利用という 

ことはどうしても避けて通れない，しかしながら，それを抜本的に解決する何ら 

かの手立てがあるのかないのか，お聞きしたいと思いまして。 

 

澤田委員長   はい。今の質問についてお願いします。 

 

小笠原次長   はい。教育次長小笠原でございます。お答えとしましては，現在そうした手立 

てはとれていないのが現状でございます。各学校では，学校周囲の道路の状況を 

考えまして，一定ルールは決めているようでございます。この辺りは避けてこの 

辺りで，という一定のルールはあるようでございますが，どうしても特に登校時 

など集中するような時間帯にはここにありますような実態がございまして，なか 

なか抜本的な解決策は見出せていないのが現状でございます。 

 

澤田委員長   溝渕委員さん，どうぞ。 

 

溝渕委員    中心部の４校の中で，第六小学校が特認校制度の利用が一番少ない，その理由 

の一つとして「放課後児童クラブが設置されていなかったこと」が挙げられてい

ますが，その他に何かこれが原因で特認校制度が利用されていないんだという分

析はあるんでしょうか。例えば他の学校だと，英語教育の指定校になっていてそ

れで特認校による児童が来ているというような記載があるんだけれども，そうい

う特色を持たせれば特認校の応募が増えるのか，その辺についての分析はどうな

んでしょうか。 

 

吉川教育長   はい。平成 13 年度に，第六小学校，中心市街地ほか各学校の特認校制度の応 

募をスタートさせました。担当課からの報告で，特に隣接する第四小学校がか

なり多くて第六小が極端に少ない，私も怪訝に思いました。保護者と当然かな

り込みこんだ話もしておるようでございまして，一つには，家が共働きで授業

が終わって放課後すぐに帰されても困る，まず送迎できないので帰る便もない，

放課後児童クラブがあれば勤務時間が終わってから迎えに行くことができるの

に，ということで，放課後児童クラブのあるなしが決め手になったと思います。

当然そのことは口コミでも伝わってまいりますので，第四小に行けば放課後児

童クラブがあってこうこうで不便しない，第六小はないもの，こういう流れが

13 年度以降できていたのではないかと。特認校の子どもの数が大変少ないとい

うことは気にしておったところで，学校長・ＰＴＡとも遣り取りをいたしまし

て，勿論需要もあったわけですから，17 年度に放課後児童クラブを開設したわ

けですが，相変わらず流れそのものに歯止めがかかっていない状況がございま
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す。第四小と第六小の取り組みの特色やレベルという点で見ましてもそこには

何ら遜色はないということではございますが，なお第六小側には，中心市街地

４校については特区で英語科も入れている点でも同じ条件，放課後児童クラブ

も追手前小以外は同条件でございますので，さらに特色ある学校づくりをし，

第六小の良さを学校自ら・ＰＴＡ自ら訴えていくことをお願いしております。

児童クラブができて以降増えてはおりますが，大きな増加には至っていないと

いうことは反省としてございます。 

 

澤田委員長   放課後児童クラブの力は非常に大きくなるというところでしょうか。この基準 

というものはございますか。 

 

青少年課長   はい。20 人以上のご希望があれば開設いたしております。 

 

澤田委員長   他に－はい，田中委員さん。 

 

田中委員    施設について，東舎は古くなって建て直さないといけないと思うんですけど， 

伝統的な階段の教室がありますよね，極端に古くて，残しておきたいような校舎 

じゃないでしょうか。やはり壊してしまうんでしょうかね。 

 

吉川教育長   第六小学校の東舎は，驚くべきことに，何と昭和９年の建築です。ここは他の 

学校と全く建築方法等が異なっております。今仰られました，市議会でも臨時

会の会場として，また市役所としも会議等で使用したことがございまして，昭

和９年という圧倒的に建築年度は古うございますが，堅牢な建物で，これから

耐震診断・改修となった場合，これまでにも県立の学校や旭小学校などでもあ

ったように，歴史ある建造物を遺してほしいという要望もあろうかと思います。

そういったことを十分念頭においた上で，できるだけ現状を保存していきたい

と思っております。 

 

澤田委員長   はい。何か補足がございましたらどうぞ。よろしいでしょうか。 

他ご意見はございませんか。 

 

それでは，第六小学校につきましては，16 ページにあります，「今後の方向性」

に示された方針で進めていくということでご異議ございませんでしょうか。 

 

  委員一同    異議なし。 

 

澤田委員長   はい。それでは次，御畳瀬小学校，17 ページから 18 ページにつきまして，ご 

意見・ご質問等お願いいたします。 

 

吉川教育長   ここは「統合も視野に入れた」方向性を初めて出しておりますので，ぜひご意 

見を賜りたいと思います。 

 

澤田委員長   そうですね。いかがでしょうか，ご意見お願いいたします。 

はい，田中委員さん。 

 

田中委員    はい。隣の長浜小学校ですか，かなり遠いと思っていたんですけれども，15 

分で行けるんだそうですね。 
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学事課長    はい。学事課長佐々木です。御畳瀬小と長浜小の間の距離は 1.1 ㎞です。です 

から，子どもの足でも 20 分程度あれば行くのではないかと思います。 

 

澤田委員長   はい。溝渕委員さん，どうぞ。 

 

溝渕委員    「（1）学級数・児童数の動向」の下から２行目に，「校区内の児童の半数近く 

が校区外通学制度を利用して本校以外の学校に通学していることも，児童数の

減少に拍車をかけている」とありますが，この校区外通学制度を利用して，結

局長浜小に通っている，ということなんですか。で，その理由は何なんでしょ

うか。 

 

学事課長     はい。平成 13 年度に特認校制度が始まってから，合計９名が校区外通学をし 

ておりますが，その内 8名が長浜小学校です。理由は，留守家庭ということで，

長浜小学校の校区におじいさん・おばあさんがいらっしゃることです。 

 

澤田委員長   最も注目される問題があるところだと思いますけれども，他にいかがでしょう 

か。 

「今後の方向性①」のところで，「本校の複式学級を解消することは困難であ

る」と非常にはっきり記されておりますけれども，複式学級の基準について説明

していただけたらと思いますが。 

 

学校教育課長  はい。学校教育課長の岡村でございます。現在，小学校では，１年生で，隣接 

する学年と合わせまして８名以下になりますと複式学級となります。それ以外の

２年生から６年生までの学年では，隣り合う学年と合計 16 名以下で複式になり

まして，御畳瀬小学校では，２年生は現在おりませんので，１年生２人と３年生

４人の１・３年の複式学級，４年生は単独で１学級，５・６年の複式学級の，計

3 学級となっております。 

 

吉川教育長   例えば，１年生と３年生の授業風景をイメージしていただいて随分異なりま 

すよね。入学してまだ保育園・幼稚園も抜け切らない１年生と３年生が一つの教

室で教科書・教材を使って授業をするわけで，１年生の子どもに教科書・教材を

使って授業をし，その間３年生には別の課題を与えて自習とする，で，また向き

を変えて，３年生に授業をし，１年生に自習をさせ課題を与える，と。言葉がき

つくなりますが，大変非効率的な授業しかできないわけです。担任の負担が大き

いという言い方は避けたいと思います，学校側としてやるべきことですので‥し

かし学力の定着という面においてかなり苦労をすることは確かです。それから，

田舎の学校に行けばそういうところは多うございますが，どこそこの子どもはこ

ういう個性を持ったこうこういう子どもで，という子どもの評価というものが地

域でも学校でも固定されるという状況で，人間関係においても，誰と誰とが仲良

しだ，親同士が仲が良いからこうだ，というように固定してしまい，新たな人間

関係に刺激も受けない。だから駄目とは申しませんが，そのことによる弊害はあ

りまして，御畳瀬小学校からは南海中学校になりますが，少人数の学校から何百

人という学校になって，お子さんによっては臆してしまい消極的になりがちであ

るというようなこともあって，その子どもの人間形成上どうなのか，自立に向け

てこれから歩んでいく上でどう関連するのか，学力面でどうなるのか，それらを

考えた場合に客観的な立場に立って見ますと，特認校制度を入れて人数が増加す
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ればよかったのですがなかなかそうならない状況ですので，長浜小との統合も視

野に入れて合意形成に向けて努力してまいりたいと思っております。地域の拠

点・伝統・心の拠り所というようなところもございますので，抵抗もあろうかと

思いますが，子どもたちのためにも動いていかなければならないと思います。現

在も，先ほど留守家庭の話もありましたがそのことだけでなく，人数の多い学校

で学ばせたいという希望もあって長浜小への校区外通学をされているという現

状もございますので，さまざま考え合わせますと，結論としましては統合の方向

しかないのではないかとも考えます。 

 

澤田委員長   ちょっと関連いたしまして，保護者の声と言いますか，こうした状況の中で 

保護者の不安・心配もあるかと思いますが，そういったところはいかがでしょう 

か。 

 

小笠原次長   はい。事前に特認校 10 校のＰＴＡ役員さん方との意見交換の場をもってまい 

りました。御畳瀬小学校には私が参りましたので，その時の模様を少しお話した

いと思います。ＰＴＡの会長さん・副会長さんお２人，合計で３名のお母さん方

と話をしてまいりました。まず，その方々はＰＴＡの役員さんですので，小規模

であってもこの規模を活かした学校づくりをしていきたい，或いはもっと活性化

させていきたいというお気持ちをお話しされていました。ただ，それぞれ皆さん

入学する時には悩まれたということを仰ってもいました。２人・３人という学年

でそこで６年間過ごしていくことが我が子にとってどうなのか，或いはさらにそ

の中の男女比で，４人のうち３人が男の子，女の子１人というようなことにも非

常に悩まれたということでした。先ほど学事課長が申し上げましたように，校区

にお住まいでありながら長浜小学校に通学されている方がおいでるわけですが，

そういう話を聞いてもなかなか「そう言わずに御畳瀬に来なさいよ」という声が

けをしづらいのが心情的にあるということも仰っていました。 

 

澤田委員長   はい。非常に切実なお声をお聞きすることができました。他にございませんで 

しょうか。 

 

吉川教育長    なお，ここは今回の 10 校の中では最も結論的に刺激的な部分がございますの 

で，今日午後経済文教委員会がございますが，終わった後教育委員会の者がこ

れを持って，小笠原次長が行ってくれますが，学校訪問をして，学校長とＰＴ

Ａ会長に報告書を渡し，すぐではありません，当面は継続しながら，統合も視

野に入れた検討が必要であるということは伝え，今日から動くようにいたした

いと思っております。 

 

澤田委員長    はい。それでは，御畳瀬小学校につきましては，18 ページにあります，「今

後の方向性」に示された方針で進めていくということでご異議ございませんか。 

 

  委員一同    異議なし。 

 

澤田委員長   続きまして，浦戸小学校，19 ページから 20 ページでございます，ご質問・ご

意見をお願いいたします。 

 

吉川教育長   この学校が，複式学級も解消され，課題も大きなものがない，10 校の中では 

最も安定した成果を見せている学校ではないでしょうか。そういった意味で見て
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いただければと思いますが。 

 

澤田委員長   「課題」のところに，子どもたちの「安全対策」ということが述べられており 

ますけれども，特に留意しているところはどのようなことがあるのか，「安全対 

策」はどの学校も講じていることですけれども，浦戸小学校として特に留意する 

点はどのようなことでしょうか。 

 

学校教育課長  はい。学校教育課長の岡村でございます。浦戸地区におきまして，他の学校， 

市内中心部と違うところと言いますと，やはり一番大きな問題は，御畳瀬小学校

と同じように，南海大地震による津波の心配が高いということがございますけれ

ども，すぐ裏手が山になっておりますので，そこに避難するという形で，地域を

挙げて防災訓練等に励んでいるところでございます。ただ，この浦戸小学校は，

特認校制度によって入学された 17 名のお子さん全員，この地域におじいさん・

おばあさんがいらっしゃるということで，17 名とも近隣の小学校地域から通っ

ておりますけれども，放課後も，現在「居場所づくり」もなされておりますが，

お父さん・お母さんが迎えに来るまでおじいさん・おばあさんの家にいるという

状況でございますので，その面では他と比べて心配がなく，地震対策におきまし

ても地域を挙げて協力をいただいており，私ども地域に助けられているなと感じ

ております。 

 

澤田委員長   よくニュースにも出ているところですね。わかりました。 

他にございませんでしょうか。 

溝渕委員さん，どうぞ。 

 

溝渕委員    特認校を利用しなければ本来どこの校区になる子どもたちなんでしょうか。 

 

学校教育課長  学校教育課長岡村でございます。一番多いのは 17 名の内 13 名が長浜小校区， 

後３名が横浜小校区，１名が横浜新町小校区で，お父さん・お母さんが家を建て 

て出て，おじいさん・おばあさんが地元にいらっしゃるということでございます。 

 

溝渕委員    特認校の利用，おじいさん・おばあさんがその地域にいるからという理由の制 

度利用者は，今後制度を継続していっても希望は減っていって，また複式学級に 

戻るという恐れはあるわけですか。 

 

学校教育課長  極端に増えるということはないと思います。19 ページ「今後の児童数の推計」 

を見てみましても，現在のある一定の人数を確保できると考えておりまして，極 

端に増えたり，また逆に減ったりはしないと思います。 

 

吉川教育長   やっぱり複式に，なる・ならないは微妙に見てまいりませんと，「（2）今後の 

児童数」そのものがまさに漸減傾向ですので，先ほど申し上げた数字を見ながら 

学校もＰＲに努めていかなければならない，懸念は残ると私ども考えております。 

今はこれでよいのですが，「今後の方向性②」については他の学校以上に気に留 

めておきたいところでございます。 

 

澤田委員長   はい，よろしいでしょうか。 

 

それでは，浦戸小学校につきましては，20 ページにあります，「今後の方向性」
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に示された方針で進めていくということでご異議ございませんでしょうか。 

 

  委員一同    異議なし。 

 

澤田委員長   はい。それでは続きまして，久重小学校，21 ページから 22 ページです。ご意 

見ご質問等お願いいたします。 

「今後の方向性②」でございますけれども，久重小学校の地理的な図が頭に入

っておりませんが，｢隣接校との地理的条件や距離｣というのはどのくらいのもの

なんでしょうか。 

 

学事課長    はい。学事課長佐々木でございます。久重小学校から距離的に一番近いのは泉

野小になると思います。泉野小が 6.7 ㎞，秦小が 7.1 ㎞，土佐山小で 8.3 ㎞，こ

の辺りが近いところです。以上です。 

 

澤田委員長   子どもたちの足ではかなりの距離になりますね。 

 

吉川教育長   遠距離通学にあたるのが小学校では４㎞くらいとしていますね。 

 

澤田委員長   西山委員さん，どうぞ。 

 

西山委員    逆に，特に郊外の学校の場合はどうしても足の問題ということが出てきますし， 

そうなった時にはやはり山間部を走るバスだとかいうものを活用してやってい 

くということを考えますと，地域のいろいろな生活者の方の足の問題等もあると 

思いますね。高齢化を迎えているということもありますので。やはり子どもさん 

の足ということと同時に学校の規模というものを考えた時に，交通手段がネック 

になってくる，そのネックを何らか解決する手立てを併せて検討していただきた 

いと思いますね。何らかの工夫ですね。 

 

澤田委員長   その件に関してはいかがでしょうか。交通手段をよくするために，ということ 

で何か。 

 

学事課長    はい。学事課長佐々木です。現在のところ久重小学校に行く公共交通手段とし 

たら，朝１便小学校通というところに着くのがあって，帰りも 17 時 19 分の１便 

しかないんです。だから，あと考えられること・可能性としては，土佐山にスク 

ールバス２台ありますので，万が一，仮にということですが，隣接校との統廃合 

の可能性が出てきた場合にはそういったことが選択肢の一つとして考えられよ 

うかと思います。 

 

溝渕委員    今特認校で 6 人が利用しているということですが，この理由はやはりおじいさ 

ん・おばあさんがいるという理由ですか。 

 

学事課長    はい。その一つひとつを理解しているわけではありませんけれども，その「成 

果」の中の一つにありますように，七ツ渕に住む児童もおります。この本来の校 

区は，そこにありますように秦小学校なんですけれども，秦小の方には 10 ㎞近 

くになろうかと思いますが，久重小の方には，それに比べると半分以下の距離， 

という地理的なことですね。それから，自営の仕事をしているお家で，福井の方 

から行っている方があります。あとは，本来的な，少人数の学校で教育を受ける 



 25

ことを希望される方も少数ですがおられます。ですから，全ての方が，留守家庭 

対策というか，おじいさん・おばあさんがいるということではございません。 

 

澤田委員長   わかりました。将来的に全学年で複式学級になるということは大きな問題です 

ね。 

吉川教育長，どうぞ。 

 

吉川教育長   行かれた方は分かるとおり，全て木造の「耐震性の確保されたぬくもりのある」 

校舎ということで，県外にＰＲできるような学校施設を保っておりますので，そ 

のことも念頭に置くとどうかな，ということもございます。総合的に判断しない 

といけませんが，ただ，仰られるように，複式がこれ以上拡大するということに 

ついては教育効果の点から懸念されるところでございますけれども，さらに特認 

校のＰＲに努めて，まずは制度を継続したいというところでございます。 

 

澤田委員長   わかりました。他にはご意見いかがでしょうか。 

それでは，久重小学校につきましては，22 ページにあります，「今後の方向性」 

に示された方針で進めていくということでご異議ございませんでしょうか。 

 

  委員一同    異議なし。 

 

澤田委員長   はい。それでは次に，行川小学校，23 ページから 24 ページですが，ここは， 

25・26 ページの行川中学校と一緒に，両校は小・中併置校でございますので， 

一括でご意見・ご質問等お願いしたいと思います。 

はい，田中委員さん。 

 

田中委員    中学校へ入ってくる子は，何か高知市内の学校で問題のあった子が多いと聞き 

ますけど。 

 

澤田委員長   その点いかがでしょうか。 

 

吉川教育長   問題があってということよりも，一つはなかなか適応しづらいということで， 

何か問題行動，荒れた行為があるわけではございません。なかなかそれぞれの中 

学校の配慮が行き届かず，いじめ問題があったり，或いは閉じこもりがあっても 

なかなか改善ができずに適応しづらかったり，というお子さんが，通学には相当 

難儀されておるみたいなんですが，例えば８人おりまして，校区外通学の７人， 

圧倒的に不登校気味のお子さんが多うございます。中には行川小へ行ったけれど 

も改善しないというお子さんもおられますけれども，多くはあそこでいきいきと， 

少人数教育の中で立ち直って，目指す高校にも進学できたという話もあっており 

ます。行川中学校について申し上げますと，ここは特認校で８名だけではなくて， 

校区外の教育的配慮による子が７名，校区内の子が６名となっておりますので， 

総合的に見ていただいたらと思いますが，再建ができたとか生き返ったという言 

葉で感謝を述べられる親御さんが多いですね。 

 

澤田委員長   はい。他にいかがでしょうか。 

西山委員さん。 

 

西山委員    よろしいでしょうか。 
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行川小学校・中学校は訪問をしたこともございますので大変記憶に残っている

んですが，土と親しむ，農業体験というのがございますね。そういうことをぜひ

クローズアップしていただいて，募集を広げていただけたらと思います。特徴に

なると思いますね。 

 

学校教育課長  はい。学校教育課長岡村でございます。現在も，小中学校併置校でございます 

ので，学校のすぐ向かい側の山の斜面をお借りしまして，子どもたちが，地域の 

大人の力も借りながら，自分たちで隠れ家的な公園や小屋を作ったり，或いはそ 

こで地元の特産でございます生姜を作ったりして，大変子どもたちも自然に親し 

んでおります。特に，地域の方々が，保護者の方だけでなく地域の方全員がＰＴ 

Ａの会員として，どんな行事でも地域を挙げてやってくださっていまして，私ど 

もがお邪魔した時にも，開かれた学校づくりの委員会をしておりますけれども， 

地域の方々がおじいちゃん・おばあちゃんをはじめ 20 名近く参加していただい 

て，ここは，保護者だけでなく地域を挙げた学校づくりがされていると思いまし 

た。以上でございます。 

 

澤田委員長   ここは青少協の関係でも際立った活動がなされていると伺っておりますね。 

西山委員さんと同じように，私も行川小中学校へ何度か別件で訪問しましたけれ

ども，通常の学校では花壇ですよね。お花を植えてあります。ところが，ここで

は，私どもにいただいたお土産はバジルでした。たくさんいただきまして。それ

から，農園というか果樹園のようなものがあったと思うんです。いびつになった

桃とかいただいて，他の学校とはちょっと違うイメージを抱きました。常に地域

の方々が，お仕事でしょうか，学校の周辺を歩いてらっしゃって，ゆったりとし

たイメージが強かったと思います。 

 

吉川教育長   ということですので，統廃合というのは，ずっと何校か，視野に置くというこ 

とは申し上げたし，距離的に近ければひょっとということも考えられたんです 

が。いずれにしても，現在の本校の取り組みというのは，今一連申されたように，

評価できるものです。「今後の方向性」に記述している内容でやっていきたいと

思っております。小中併置校という，一貫校ではないんですけれども，全校挙げ

ての取り組み・学校行事，全て全校でやっております。それから運動会をご覧い

ただいたら，お祭りですので，地域の方が全員学校に入って，このような色々な

行事に参加されます。全国的に見ても地域の方全てがＰＴＡ会員というのはそう

はないんじゃないかと思います。会費を払ってくださるんです，皆さん。居住も

所帯もすべて。元ＰＴＡということもあるでしょう。大変温かい目で見ていただ

いております。ありがたいことです。お世話をしてくださる方，リーダー的な存

在の方がいらっしゃいますので。 

 

田中委員    この学校は複式になっているんですね。 

 

吉川教育長   そうです。ここは小中ともそうですね。全校で，児童数は小学校が 25，中学 

校が 23 ですので。 

 

澤田委員長   他にはご意見いかがでしょうか。 

それでは，行川小学校につきましては 24 ページ，行川中学校は 26 ページにあ

ります，「今後の方向性」に示された方針で進めていくということでご異議ござ

いませんでしょうか。 
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  委員一同    異議なし。 

 

澤田委員長   はい。それでは最後に，土佐山中学校，27 ページから 28 ページとなります。 

ご意見・ご質問等お願いしたいと思います。 

西山委員さん，どうぞ。 

 

西山委員    よろしいでしょうか。 

27 ページに書いてあります「施設の課題①」についてですけれども，本当に厳

しいです。ものすごい湿度でして，湿式のサウナに入っているんじゃないかとい

うくらい厳しい環境ですので，これは立地そのものの別次的なことを考えて方向

性を見出していくことをお勧めしたいと思います。かなり厳しい状態です。湿度

がきつく大変だなと訪問して私も感じております。 

 

澤田委員長   ちょっとお聞きしたいと思ったことですけれども，「今後の方向性②」のとこ 

ろに「土佐山小学校との小中一貫校を視野に」というのがございますが，先ほど 

出てきた「小中併置校」との違いというか，そういったものを明確にお願いした 

いと思います。 

 

学校教育課長  はい。学校教育課長岡村でございます。小中一貫校と申しますのは，既存の小 

学校と中学校を統合したものであると同時に，小学校６年間・中学校３年間の９ 

年間の教育課程を新たにしまして編成をし，特色ある学校づくりを目指す，小中 

一貫した教育を推進する学校としており，学校長は１名という形で，小中の連続 

性・一貫性といったものを持たせた教育をメリットとしたものです。近年，全国 

的にこの小中一貫校が東京都などで創設されてきているところです。行川小・中 

学校は併置校ということで，それぞれ小学校の校長・教頭，中学校の校長・教頭 

を配置しております。 

 

澤田委員長   その小中一貫校となりますと，子どもを中心に据えるわけですけれども，９年 

間を見通した教育ができるという風になるわけですね。 

 

学校教育課長  東京都などでは，４年生から，中学校に入って７年・８年・９年生というよう 

に呼んだりしながら，４年生までは小学校と同様に学級担任がおり，全て行う， 

で，５年生から中学校１年生，７年生ですが，この間は教科担任制への移行期間 

として教える，また，８年・９年生になると進路を目指して中学校２・３年生に 

当たる授業を行う，というような継続性のある授業をしようとする学校もござい 

ます。 

 

吉川教育長   行川小・中学校，ではこれを小中一貫校にできるのではないかというご指摘も 

新たに出てこようかと思いますが，併置校でありながら，9 か年丸ごと課程を変 

えて教育を行うということになっていないんですけれども，現状を見てみますの 

に，先ほど来出ておりますように高い評価をされる取り組みがなされております 

ので，伝統的にこれが継続しているのに，ここで敢えて一貫校に変えます，とい 

うことを持ち込みたくないというのが一点です。それからもう一点，土佐山につ 

きましては，後に 31 ページにも同じ書き方をしておるんですけれども，土佐山 

中学校はまさに西山委員さんが先ほど仰られたように，言葉がきついですが大変 

劣悪な環境です。施設ではなく，立地場所ですが，川面に面しており，冬場は身 
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を切るような風が流れ込んできまして大変寒いです。夏場は水滴がつく，蒸し暑 

い，そして時によっては足元が濡れて子どもが朝滑る状況もあって，湿度が高く 

て健康・衛生面でもよくないということで，立地場所そのものがあの場で置き続 

けることはできないと見ています。片や隣の土佐山小学校ですけれども，山の中 

腹にございます。方向としましては，土佐山地区は小学校・中学校の場以外に学 

校施設として確保できるような空地がございません。従いまして動くとすれば， 

中学校を小学校の立地場所に持って行き，小中一貫校として施設を一箇所に集め 

るということ，こういう方向性しかでないところでございますが，土佐山小学校 

の立地しておるこの場所の地盤がやや不安定であるということもあって，十分に 

精査をしながら，なお土佐山小中一貫校にしていくこととするかということにつ 

いてはまだ合意不十分であるやに聞いておりますので，28 ページと 31 ページ， 

小中ほぼ同様の記述をしております。地元と協議をし，地盤・土質等について専 

門家の意見も聞きながら検討していかなければならないと。現在特認校制度によ 

る入学者はゼロでございますので，当面積極的にＰＲを行い，１人でも・・・・ 

土佐山小学校ＰＴＡ役員の方ともこれまで同様に話し合いを継続し，特認校の方 

向で小学校も位置付けてまいりたいと考えております。 

 

澤田委員長   今土佐山小学校の話が出てまいりましたので，31 ページをご覧いただきたい 

と思います。小中一貫校という観点もございますので，土佐山小学校の方もここ 

でちょっと採り上げたいと思います。 

では‥はい，溝渕委員さん。 

 

溝渕委員    土佐山小学校の方が特認校の指定に向けて話し合っているけれども同意が得 

られない状況にあるという，その主な理由は何ですか。 

 

学校教育課長  はい。学校教育課長岡村でございます。特に，今までは地域のお子さんだけで 

少人数で学校が成り立ってきたという状況がございますけれども，そんな中で特 

認校になりますと，教育的な配慮を要するお子さんが入学してきた場合の心配で 

すとか，或いは特認校となれば他の特認校には行けなくなるということもござい 

ますので，そういう選択肢がなくなるというご意見も出ました。しかしながら， 

私ども特認校の話し合いに行った時には，そういうことではなく，土佐山小学校 

ならではの，少人数校というメリットを活かして特認校にしてはどうだろうかと 

いうお話もさせていただきました。が，残念ながら，今のところは交通の便が非 

常に悪うございます。学校に行くことはできても帰る時間に便がない状況もござ 

いまして，なかなか特認校に踏み込めていない，今のところ現在の状況をもう少 

し見てみたいという地域の方々の主だった意見がございました。 

 

澤田委員長   将来を見通して，話し合いの効果は上がっているのでしょうか。 

 

学校教育課長  はい。私どもも，地域の保護者・地域の方々の意見を大事にしなが特認校制度 

についてお話をさせていただいております。今後ともますます複式学級化が進 

み，全部が複式学級となってきますと，教育的配慮をしていかなければならな 

い状況が出てくるかと思います。子どもたちにとってもいかがなものだろうか 

ということになりますので，精力的に，地域・保護者の方とは特認校制度につ 

いて話し合いをさせていただきたいと考えております。 

 

澤田委員長    特に小学校の場合に複式学級の解消というのを念頭において，理解を深めて 
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いただければと希望いたしますけれどもね。 

他に－溝渕委員さん，どうぞ。 

 

溝渕委員     今特認校を利用して（土佐山から）出ているお子さんっていうのはどれくら 

いいるんでしょうか。 

 

学事課長     はい。学事課長佐々木です。土佐山小・中とも特認校へはおりませんが，中 

学校の方については，県立中に３名，日高養護学校に１名行っております。特 

認校はおりません。 

 

澤田委員長   他にはございませんでしょうか。 

 

それでは，土佐山中学校につきましては 28 ページ，土佐山小学校につきまし

ては 31 ページの「今後の方向性」に示された方針で進めていくということでご

異議ございませんでしょうか。 

 

  委員一同    異議なし。 

 

澤田委員長   はい。それではまたページを戻りまして，「Ⅳ 特認校以外の小規模校の検証」 

でございます。29 ページ，まず鏡小学校ですが，これも 30 ページの鏡中学校と 

一緒にご意見・ご質問をいただきたいと思います。 

鏡小学校につきましても，「今後の方向性」の中に「特認校の指定に向けたＰ

ＴＡ役員との話し合いを行ってきているが，まだ同意を得られる状況には至って

いない」とありますが，ここのところを説明お願いしたいと思います。 

 

学校教育課長  はい。学校教育課長岡村でございます。鏡小・中学校，特に鏡小学校は，平成 

24 年度には複式学級になることが予想されております。それまでは単式学級で 

いけるのではないかと思っておりますけれども，それまでの間特認校になったと 

しても，他の高知市中心部にある特認校の状況から，多くの転入者は見込めない 

という状況や，特認校になりましたら他の特認校に転入することはできなくなる 

という状況等もあり，また，先ほど申し上げましたように，特認校制度によって 

課題のある児童が転入してくることへの懸念もございました。私どもは，時間を 

かけて検討したいという意向を持っておりまして，いつでも伺わせていただいて， 

お話をさせていただく所存でございます。地域の皆さんは，やはり他の地域から 

いろいろと課題を持った児童が来るということに懸念を感じられているという 

ところがございます。 

 

澤田委員長   鏡中学校の場合は（ソフトボールで）全国レベルで評価された時期もございま 

したし，ぜひまた盛り返してもらいたいと思いますけれども，子どもの側からす 

れば，自分の好きなスポーツが他にあるんだというようなことで，子どもの希望 

を尊重するとどうしてもそこで人数が減少してしまいますよね。そういったこと 

で，ぜひ生徒数の増加のために，何とかＰＲをしていただきたいと思いますね。 

地域にもソフトボールの指導者という方はいらっしゃるんですか。 

 

学校教育課長  はい。小学校は地域の方が指導されております。中学校でも，地域の方々の要 

素が非常に大きいですし，現在まで，教員につきましても，ソフトボール専門の 

教員を配置したりもいたしまして，全国でも三連覇を成し遂げたという経過もご 
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ざいます。 

 

澤田委員長   グラウンドがありましたね，確か。とても立派なものですよね。 

30 ページ「今後の方向性②」に書かれていますように「自転車による自力通学

が可能」というのは魅力ではないかという風に思いますが，こういう，他の学校

では困難だけれどもここではこういう良い点があるという特色をぜひＰＲして

いただきたいですね。鏡も土佐山とも，どこもそうではありますけれども，やは

り昔からの愛着が非常に強いものがあるようです。それがまた逆に特認校にスト

ップをかけている要因の一つでもあろうかと思いますけれども，せっかく全国レ

ベルで評価されたという実績もあり，ＰＲにつながるかと思いますけれども。 

 

学校教育課長  はい。鏡小・中学校につきましては，土佐山地域と違いまして公共交通の便が 

割によいところでございます。ですから，特認校になりましたら，公共交通機関 

を利用しての通学が可能ではないかと考えております。逆に，行川小・中学校が 

バスの便が悪いところでございまして，現時点で鏡の方が良くなるということが 

あり，行川地区の方が心配をしておられるという面もございます。 

 

澤田委員長   そういう微妙なところもあるようです。 

他にございませんか。 

 

それでは，鏡小学校につきましては 29 ページ，鏡中学校につきましては 30 

ページにあります「今後の方向性」に示された方針で進めていくということでご

異議ございませんでしょうか。 

 

  委員一同    異議なし。 

 

澤田委員長   はい。 

それでは，最後に全体を通しまして何かご意見等ございましたらお願いいたし 

ます。 

 

特にご意見もないようですので，この件の質疑を終了いたします。 

この報告書で述べられている内容につきましては，各委員さん異論はないよう

ですので，特認校 10 校とも制度を当面継続し，１校１校の検証により示されま

した「今後の方向性」の内容に沿って事務局の方で対応に取り組んでいただくと

いうことでよろしいでしょうか。 

 

  委員一同    異議なし。 

 

澤田委員長   はい。それでは，本日午後２時から開催されます経済文教委員会に私も出席い 

たしまして，教育委員会としてこの報告書に述べられている方向で進めていくの 

がよいという結論に至ったことを報告してまいりたいと思います。時間的に大変 

急ぎましたけれども，以上をもちまして本日の議事を全て終了いたします。 

 

 

 


